
自
宅
に
お
風
呂
が
な
い
方
（
自

宅
の
お
風
呂
が
故
障
な
ど
で
使
え

な
い
方
）
に
、
津
別
町
公
衆
浴
場

の
無
料
入
浴
券
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
対
象
者

・
平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
満
70

歳
以
上
の
町
民
の
方

・
自
家
用
風
呂
が
な
い
こ
と

・
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

申
請
に
必
要
な
も
の

印
鑑

※
代
理
受
領
の
場
合
は
、
対
象
者
と

代
理
者
の
印
鑑
（
無
料
入
浴
券
は

申
請
し
な
け
れ
ば
交
付
さ
れ
ま
せ

ん
）

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
　
福
祉
担
当

†
76-

２
１
５
１
（
内
線
２
３
３
）

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
、
地
域
住
民
の
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
内
容
は
離
婚

相
談
な
ど
家
庭
内
の
問
題
や
、
借

地
借
家
の
問
題
、
隣
近
所
の
も
め

ご
と
な
ど
幅
広
く
、
秘
密
は
守
ら

れ
ま
す
。
６
月
１
日
は
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
に
ち
な
ん
で
、
特

設
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
　
時

６
月
１
日
（
金
）

午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

会
　
場

林
業
研
修
会
館
図
書
室

津
別
町
の
人
権
擁
護
委
員

修
田
　
建
惠

鷹
觜
　
と
し
子

問
い
合
わ
せ
先

住
民
企
画
課

住
民
企
画
グ
ル
ー
プ

†
76-

２
１
５
１
（
内
線
２
１
６
）

津
別
消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

で
す
。

平
成
24
年
度
か
ら
新
た
に
普
通

救
命
講
習
3
と
救
命
入
門
コ
ー
ス

を
実
施
し
ま
す
。

普
通
救
命
講
習
3
は
、
主
に

『
小
児
、
乳
児
、
新
生
児
に
対
す
る

心
肺
蘇
生
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
、
異
物
除
去
法
』
を
３
時
間
で

受
講
い
た
だ
き
、
修
了
者
に
修
了

証
を
交
付
し
ま
す
。

救
命
入
門
コ
ー
ス
は
、
普
通
救

命
講
習
等
の
受
講
経
験
が
無
く
、

講
習
時
間
が
取
れ
な
い
方
の
入
門

コ
ー
ス
で
す
。
講
習
内
容
は
『
胸

骨
圧
迫
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
』

で
受
講
時
間
は
90
分
で
す
。
参
加

者
に
は
参
加
証
を
交
付
し
ま
す
。

消
防
署
で
随
時
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
、
い
ざ
と
い
う
時
の

た
め
に
ぜ
ひ
受
講
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
津
別
消
防
署
グ

ル
ー
プ
　
救
急
担
当

†
76-

２
１
８
９

≪噴火警報・予報≫

火 山 防 災 メ モ
～網走地方気象台より～

老
人
無
料
入
浴
券
を

交
付
し
ま
す

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員

の
日
　
特
設
相
談
所
を
開
設

普
通
救
命
講
習
3
及
び

救
命
入
門
コ
ー
ス
の
受
付

イ
ン
ク
が
消
え
る
事
が
あ
り
ま
す
。

文
字
が
消
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
冷

凍
庫
に
入
れ
る
な
ど
し
て
冷
や
す
と
復

色
さ
せ
る
事
が
出
来
ま
す
。
た
だ

し
、
消
し
て
重
ね
書
き
し
た
も
の

も
す
べ
て
が
復
色
し
て
し
ま
い
ま

す
。こ

れ
ら
の
「
消
せ
る
」
タ
イ
プ

の
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
、
公
文
書
、
証

書
類
、
保
存
用
文
書
、
あ
て
名
書

き
等
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
用
途
に
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◎
消
費
生
活
の
ご
相
談

美
幌
消
費
者
協
会

†
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
72-

０
３
６
６

※
月
〜
金
曜
日
（
祝
祭
日
を
除
く
）

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

Ｑ

産業振興課
商工観光担当
†76－2151
（内線258）

A

文
字
が
消
え
て
し
ま
っ
た
！

便
利
な
の
で
、「
文
字
が
消
せ
る
」
と

い
う
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
書
い
た
手
帳
を
カ

バ
ン
外
側
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
炎
天

下
を
歩
い
た
ら
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
書
い
た
文
字
が
消
え
て
し

ま
っ
た
。
専
用
の
消
し
ゴ
ム
で

な
く
て
も
消
え
る
の
か
。

書
い
た
文
字
な
ど
を
ペ
ン
軸

に
付
い
て
い
る
ラ
バ
ー
で
こ
す

る
と
イ
ン
ク
が
消
え
る
（
透
明

に
な
る
）
と
い
う
ボ
ー
ル
ペ
ン

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ン

ク
の
色
素
が
ラ
バ
ー
と
の
摩
擦

熱
で
消
え
る
よ
う
作
ら
れ
て
い
る
の
で

夏
の
自
動
車
内
な
ど
高
温
に
な
る
所
や
、

直
射
日
光
下
で
は
、
こ
す
ら
な
く
て
も

北海道では、交通事故相談所を設置し、専門の相

談員や弁護士が相談に応じています（事前予約制）。

相談は無料です。

※巡回相談は、都合によりテレビ電話を活用して実　

施する場合があります。

●弁護士相談・巡回相談日程及び時間
下記の日程で行います。必ず「予約先」まで事前に　

予約を行ってください。

●予約先 オホーツク総合振興局保健環境部

環境生活課　†0152－41－0783（直通）

�

問い合わせ先 住民企画課　住民企画グループ　†76－2151（内線216）

■交通事故にあったが、どうしたらよいのかわからない。 ■示談をどのように行ったらよいか？

■損害賠償の額が適正かどうかを知りたい。■残された遺児への生活（教育）資金の手当ては？　など

気象庁では、噴火による災害につい
て、予想される範囲を付して噴火警報
を発表します。噴火警報で発表する噴
火警戒レベルは、噴火時等にとるべき
防災対応を踏まえて、火山活動の状況
を５段階に区分したものです。
■雌阿寒岳の各レベルでの対応
レベル１：状況に応じて火口内及び近　
傍への立ち入り規制等。
レベル２：住民は通常の生活（今後の　
火山活動の推移に注意）。火口周辺へ　
の立入規制等。
レベル３：住民は通常の生活（今後の
火山活動の推移に注意）。状況に応じ
て災害時要援護者などの避難準備等。
登山禁止や入山規制など危険な地域
への立入規制等。
レベル４：警戒が必要な居住地域での
避難の準備、災害時要援護者などの
避難等が必要。
レベル５：危険な居住地域からの避難
等が必要。
※ 津別町に上記の居住地域は含まれて
いません。

＜気象庁火山関連ホームページ＞
http://www.jma.go.jp/jma/menu/
volcanomenu.html
問い合わせ先
網走地方気象台防災業務課
†0152－43－4349

本年４月１日付けをもっ

て、次の方が人権擁護委員に

嘱託されまた。

人権擁護委員さんのご紹介

<人権擁護委員>

鷹觜　とし子 さん

補助の対象者

地球温暖化防止や津別町の森林資源の地産地消を目指し、木質ペレットストーブを

購入する方に対して、購入費の一部を補助します。

○津別町内に住所を有し、町内の住宅や事業所、自治会な

どの活動拠点施設に木質ペレットストーブを設置する方

○町税を滞納していない方

○平成25年３月31日までに購入し、設置できる方

○ペレットストーブの使用状況等について、町が行うモニ

ター調査に協力できる方

※補助を希望される方は、ペレットストーブ購入前に補助の申請手続きを行ってください。

問い合わせ・申請先　産業振興課 林政担当　†76-2151（内線259）

補助金の額等
ペレットストーブ（中古品を除く）本体（設置費等

を除く）の税抜き価格の３分の２（改正前２分の１）

以内（千円未満は切り捨て）で、１台25万円（改正

前20万円）を限度とします。

平成24年度は、４台の補助を予定しています（町

の予算枠を満たし次第、締め切りとなります）。

※平成24年度より、補助金の額等が改正されました。

補助の申請書類
○補助金等交付申請書

○経費の内訳が明記されている見積書の写し

○ペレットストーブ設置位置図及び平面図

○町長が発行する納税証明書

○ペレットストーブの仕様等が確認できるカタログ

その他
○設置完了後、補助事業等実績報告書を提出していた

だきます。

○町による現地確認調査を実施します。

○補助金の交付は、現地調査後となります。

※その他、津別町木質ペレットストーブ導入支援事業

補助金交付要綱によります。

Q
Q&

Q＆�

消費生活相談�


